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座談会 「既存建物から転用した福祉施設における地域

資源の利活用の効果 

—小俣幼児生活團・陽だまり保育園を事例として」 

 

企画責任者：山田あすか 

開催：2016年５月27日（金） 

 

 近年，空き家・空きビルなどのストックを地域の資

源として捉え，有効に活用することについて盛んに議

論されている。こうした転用のなかでも保育施設への

転用は保育ニーズの増加への対応策の一環としても大

きな可能性を持っていると考える。理由としては，施

設建物を新築するよりも初期投資コストを削減しやす

く，また整備期間を短縮しやすいこと，利用圏域とな

るエリアごとの年齢別人口構造の変化に伴う保育ニー

ズの増減に対応しやすいことなどが挙げられる。 

 経済性や運営面でのメリットに加え，特に民家によ

る福祉転用は地域になじみのある建物を利活用するこ

とによって，心理的なじみやすさや生活の雰囲気を演

出しやすいといった利点もある。 

 さらに，文化的価値のある歴史的建造物（古民家）

を利用する場合は，建物・景観と連動した地域文化の

継承ができること，歴史的建造物を“使いながら保存” 

することで地域での文化財保存意識の向上につながる

こと，事業所として古民家を使うことで古民家が維持

コストを「消費する側」ではなく価値を生む「生産側」

として貢献できることなど，大いに注目すべき点があ

る。 

 本座談会では，伝統的な民家を保育施設として活用

している小俣幼児生活団(栃木県足利市小俣町)1と陽

だまり保育園（栃木県高根沢町）2を事例に取り上げる。

 
1 小俣幼児生活団，
https://pjcatalog.jp/archives/1296  
2 陽だまり保育園，
https://pjcatalog.jp/archives/480  

小俣幼児生活團は登録文化財の大川家住宅を保育施設

として活用する例である。また，陽だまり保育園は，

民家の転用材を用いたきわめてユニークな取り組み例

である。二例は，地域の文化資源および歴史的建造物

が，地域施設の計画と運営にあたりどのような貢献が

できるのかを検討する格好の題材となる。大規模な民

家を文化財として維持しながら保育施設として活用し

た例，解体した民家の古材を可能な限り使いながらぬ

くもりのある保育施設とした例とアプローチは若干異

なるものの，多種多様かつ大量の近代建築をいかに継

承していくかという差し迫った問題と，地域施設の多

様な発展のあり方を連動させて考えるという意味で大

いに学術的意義もある。 

 そこで本座談会では，民家を保育施設に転用する際

の，建築計画や技術的，制度的課題をめぐって，保育

施設の現場，計画の実践者，建築の専門家による地域

資源の利活用マネジメントについて意見交換を行いた

い。 

  

 座談会のメンバーを紹介する。大川眞（おおかわ・

まこと）氏は小俣幼児生活團團長として施設の運営に

関わられている。尚建築工房の佐賀井尚（さかい・た

かし）氏，大川良平（おおかわ・りょうへい）氏は，

小俣幼児生活團新棟の設計者で，旧大川家住宅主屋と

建築群を活かしながら新しい保育空間の構築に携わら

れた実績があり，さらに将来的な主屋の利活用計画を

検討されている。陽だまり保育園事務長の木村厚志（き

むら・あつし）氏は，民家の移築，保育施設への転用

を実現された当事者であり，特徴的空間を活かした保

育の実践者である。安藤設計の益子朋二（ましこ・と

もじ）氏は，民家の移築転用と陽だまり保育園施設設

計を担当された。建築史家の横手義洋（よこて・よし

ひろ）氏には，歴史的建造物の保存と再生の視点から，

民家転用事例に関する可能性を論じていただきたい。 
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 また座談会の最後にはオブザーバーとして参加予定

の研究メンバー数名との意見交換も行いたい。 

 

 

山田）本日はお忙しいところ，お集まりいただきあり

がとうございます。午前中，午後と陽だまり保育

園，小俣幼児生活団を見学させていただき，改め

てそれぞれの建築空間や，建築空間と保育との融

合に感銘を受けたところです。最初に，座談会メ

ンバーの自己紹介かたがた，陽だまりと小俣での

施設のなりたちや保育の特徴，保育の器として建

築を設計するときにどのようなことがポイントに

なったかなどを，教えてください。 

木村）陽だまり保育園を運営する，社会福祉法人陽向

の理事長，木村です。陽だまり保育園の現園舎は，

古民家の移築再生という形で２０１１年の３月１

４日が引き渡しの予定日，その後完成した建物に

引っ越してきて，今に至ります。保育園の開園は

平成１７年ということで，まだ１０年そこそこと

いう若い保育園です。いまの園長設立メンバーと

一緒にやりたい保育を実現したい，という思いで，

無認可保育所から立ち上げた保育所です。私が保

育士になった当時は，まだ保父さんと呼ばれてい

ましたが，栃木県の県北エリアでは私が初の男性

保育士ということでした。当時は，保育所に居る

男性職員というのは，まだ家業の保育所を引き継

いで園長になれる息子さんなどが多いというよう

な状況でした。男性保育士は公立園でやっといる，

というくらい。男性で保育士は珍しかったです。

今もそうそう状況は変わりませんが，一番大きな

要因は労働条件ですね，男が一生の仕事としてい

くには，賃金が安すぎるということでした。しか

し，そもそも保育士養成校に行かず国家試験で資

格取得した私の夢は，保育園を建てることだった

ので問題ではありませんでした。そこからの出発

でしたから，最初は保育に特色ある，県北の保育

園に勤めました。その園には，こどもたちがどろ

んこになって走り回る私の思い描くこどもの姿が

ありました。その園での保育が，現在の保育観の

基礎となりました。 

  それから，いろいろな保育園を見学して勉強しま

して，自分たちで無認可保育所を立ち上げました。

私はサラリーマンの息子でして，財産も無い代わ

りに，しばられるものもなく，どこに保育園を建

てても良いという状況でした。当時は，新設の保

育所が認可を取ることは難しい時代でした。素人

なりにマーケティングをしまして，宇都宮市や周

辺の市町をまわって，どこなら保育所ができるか

を探しました。小山市で公立民営での保育所公募

の話があって，プレゼンしに行ったこともありま

す。落選しましたが。そうこうしているうちに，

今の園長と，もうやってしまおうということで，

12人定員の小さい保育所を始めました。倉庫を借

りて，スタッフで床を張ったりして文字通り手作

りで園舎を作っていましたが，天井を張ろうかと

いうときに高根沢町から，町の閉鎖された施設の

有効利用に値する事業者募集の話があり，応募し

選ばれてそこを借りることができました。その旧

園舎を借りて，無認可保育所として立ち上げて，

その後認可を取り， 20 人の小規模保育所から再

スタートしました。 

  そこでも，こどもたちが裸で駆け回って遊ぶよう

な，いわゆるどろんこ保育といわれるような保育

をしていました。昔ながらの生活をこどもたちが

できる，こどもたちが丁寧に生活しながら体験し

ていくと，こどもにとってとてもわかりやすいと

いうコンセプトです。「原始的で直接的な実体験」

というキャッチコピーをつくりました。また，保

育所を建てるのに良い土地を探しました。今の，

山裾にある土地の環境に惚れ込んで，地主さんを
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捜し当てて，口説き落としてやっと借りられるこ

とになり，園の施設建設への補助金である子ども

安心基金の話があり，このタイミングしか無いと

いうことで，新園舎を建てることにしました。 

  落成式が本当は東日本大震災の 3月11日の前の予

定だったのですが，工期が遅れていまして，4 月

に始められれば大丈夫ということで遅らせて 3月

14日に設定したところ震災があって。ですからあ

の建物は，震災をくぐった建物なんですね。高根

沢町は激甚災害地区に指定されたところもあるく

らい揺れまして，鬼怒川から高台になっているあ

たりのエリアは震度 5 弱，6 近くの箇所もあり，

とても揺れました。 

  建物をつくっているときから，強度が足りないと

設計者から言われていまして。壁がないから強度

が出ないと言われていたのですが，実際に揺れた

ときに，強かったのは古民家の棟の方でした。RC

の土台で，鉄骨造の乳児・ホール棟の方は，ひず

みがでまして修繕が必要になりました。 

  そういう経緯で，250 年の歴史のある建物を地域

にもってきて，新しい地域の拠点をつくるという

ことをしている保育園です。 

山田）ありがとうございました。では陽だまり保育園

の設計者の益子さんから，設計のポイントなどを

教えていただけますでしょうか。 

益子）安藤設計の益子です。陽だまりの場合は，古民

家を移築をして建て替えるということで，一番の

ポイントは，構造的な強度でした。第二に，建築

基準法上の法規制です。確認申請を通すためにと

ても苦労しまして，国交省まで行って相談をして

きました。法規制がネックになって，なかなかこ

ういう古民家転用というのは進まないのではない

かと思います。 

木村）やり始めて気付いたんですよね。 

益子）そうです。それから第三に，いかにもとの，古

民家の空間を活かしうるかを，法規制の縛りの中

で実現するか，ということでした。 

木村）私が要望ばっかり言ったから。 

益子）そうですね（笑） 

山田）ありがとうございました。次に，小俣幼児生活

団団長の大川先生から，小俣幼児生活団の紹介を

お願いいたします。 

大川）木村先生のお話との対応だと，保育園の成り立

ちがいいですね。ここの保育園はそもそもの成り

立ちが，明治時代に遡ってしまうのだけれど，長

くなるのでそこははしょることにします。最初は

女子生活学校という，近隣のお嬢さんを集めて教

育するということをしていたのですが，その後昭

和 24 年に財団法人を取得して保育園になりまし

た。私の兄が生まれて，私の祖母が明治時代から

の夢を思い返して，幼児教育をしたいと思い立っ

たのです。それで，今も東久留米にある自由学園

の幼児生活団に感銘を受け，スタッフを派遣して

勉強してこさせて，のれん分けのような形ではじ

めました。幼児生活団というのは，幼稚園でも保

育園でもなく，全国にあるのですが，いまでいう

と子育て広場のような，親子で集まって子育てに

ついて学び合うようなところでした。その後，社

会の要望があって，毎日こどもたちが通えるよう

な所が欲しいということにだんだんとなっていき

ました。戦後の児童福祉法の成立に際して保育所

が制度化されましたね，幼稚園も。それを受けて，

行政（足利市）が保育施設をやりたいということ

で相談に見えて，当時のまちの様子をみると，幼

稚園よりも保育所の方が良かろうという判断で，

保育園をつくることになりました。それから社会

福祉法人をつくって，昭和 27 年に社会福祉法人の

保育園として認可されました。園児数は，一番の

ピーク時は 150 人でした。そのころ，創設者の祖

母が亡くなりまして，跡を継ぐ園長として一族の
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なかで私に白羽の矢が立ちまして。当時，東京で

働いていた私が呼び戻されたのです。祖母のお葬

式の弔事のなかで，次の園長は眞だからと言われ

たのです。だまし討ちに遭ったようなものですが，

そういう経緯で園長になりました。昭和 50 年頃の

ことです。木村先生の話を聞いていると，私は真

逆だと思いました。私は，最初は保育のほの字も

知らないで，いきなり園長にさせられた。そうい

うパターンだったんですね。保育園運営というの

は，お金がかかるので個人資産を相当つぎ込む必

要があって，親戚のなかでも人気がなかったんで

すよ。私の父親も，保育園はやめたがっていまし

た。幼稚園もそうかもしれませんね。とにかく当

時は，保育所はそんなものだったんです。保育園

は設置者が自前で園舎・園庭を用意しないとでき

なくて，運営資金もろくに降りないという時代で

す。みなさんそれぞれがお寺や教会を利用したり，

払い下げられた兵舎で保育園を始めたりしていま

した。小俣の場合は，住まいを改装して園舎とし

た例です。江戸時代に建てられた建物ですが，こ

こだけで，150 人のこどもの保育をしていました。

当時は，主屋はみんな保育室として使っていまし

た。 

  昭和 50 年代に入ってから施設整備費補助金が出

るようになり，園長になるなり建物 1 つ建てるこ

とになりました。当時は，耐火建築でないとダメ

でしたので，鉄筋コンクリートでしか建てられま

せんでした。それで主屋の周りに，鉄筋コンクリ

ートの建物が３つ建っていて，徐々に保育場所は

そちらに移動していました。旧い建物は講堂や図

書室として利用していました。 

  昭和 35，6 年に乳児専用の建物を建てていました

ね，栃木県でも乳児専用の建物の例としては早か

ったです。その建物がさすがに古くなって，乳児

棟を立て直そうという話が平成 17 年に出まして，

計画を進めました。 

  そうしたら，許可は出たのですが，県庁は支援は

なしで勝手にやれという。そのころは保育所の定

員は 90 人でしたが，その定員のための面積は，主

屋の床面積だけで満たしてしまうので，補助金が

出ないということなんですね。それで鉄筋コンク

リートの建物を全て壊して，全面改築することに

なりました。そのころの建物に国の補助金が入っ

ていなかったことは逆に幸いしていて，減価償却

期間などの問題が無くて，撤去して良いというこ

とになったんです。ただ，面積上の余裕がその後，

補助金やなにかのネックになるかもしれないとい

うことで，国の有形文化財にした。そういう苦労

はありました。 

  そういう苦労の中で，旧い建物と，新しい建物が

混在するような，現在の形態になりました。その

ころにはやっと，鉄筋コンクリートだけでなく，

木造の園舎も建てられるような社会状況になって

いたので，全て木造の建物を作ることができまし

た。 

  最初のうちは，何年もかかって，設計をしたとい

うわけではありませんでした。現在の保育棟をつ

くるときには，尚建築との相談は最初は何ヶ月か

の間ずっと，保育の話をするんですね。私は門外

漢からのスタートなので，最初のうち，保育を見

ていると変だと思うことがたくさんありました。

そのころ常識になっていた保育が変だと思ったん

です。さきほど，陽だまりの見学のときに，木村

先生が保育所の悪い思い出として，食べたくない

ものを食べさせられる給食とか，眠くないのに眠

らされる昼寝とかあったでしょうということをお

っしゃいましたが，そういうことがありまして，

私は保育を変えようと思いました。幼児教育の理

念を学ぼうと思って，桐生のジャズ喫茶に世界の

幼児教育の資料を持ち込んで毎晩勉強したんです
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よ。そのなかで，マリア・モンテッソーリ教育の

科学的な根拠がある保育という考え方に感銘を受

けました。出身が理工系だということがあると思

いますが，自分にとってはわかりやすかったんで

すね。そうしているうち，ご縁があったのだと思

いますが，京都で恩師がモンテッソーリ教育のデ

モンストレーションをするというので，京都に通

って，モンテッソーリ教育を学びました。モンテ

ッソーリ教育の教員の資格があるわけではないの

で（＊），大道から言えば私は異端ですけれど，

恩師はおおらかな先生でして，まあ良いんじゃな

いと言ってくれるんですね。 

  （＊）モンテッソーリ教員の資格には，国

際モンテッソーリ協会が認定する国際免状

と，日本モンテッソーリ協会などの団体が

認定する日本独自の免状がある。他に複数

の団体が養成コースを開講している。 

  モンテッソーリ教育における保育施設は，「カー

サ・デ・バンビーノ=子どもの家」である，という

思想なので，小俣でもクラス編成は縦割りでやっ

ています。保育会の表現で言うと，縦割り自由保

育と呼ばれる方式ですね。これについては，栃木

県の教育委員会からにらまれていたんですよ。小

学校の学級崩壊の原因が，こういう自由保育のせ

いだとされた時代があったんです。濡れ衣ですよ

ね。最近やっと，容疑が晴れたんですが（笑） 

木村）縦割り保育は良いですね，うちも見習いたいと

思っているんです。 

大川）そうこうしながらやっとコンセプトが決まって，

短時間でいろいろ設計をすることになって，容易

ではなかったと思います。 

  旧い，江戸時代からの建物が，先祖代々のものな

ので，壊すわけにいかないんですね。そんなこと

をしたら一族郎党から批判を受けますので。この

へんには大川一族というのは多いんですが，小俣

はその大川一族の総本部みたいになっているんで

す。私はさしずめ大川家の番頭といったところで，

ここの建物を壊すわけにはいかないんですよ。 

  主屋は，先祖が神主をしていたせいか，風水など

も考えられているようなんですね。そこで，新棟

もこの建物に合わせることにして，方角や，屋根

の角度，見た目も合わせるようにしました。 

  保育の内容は，幼児教育は「生活保育」【生活即

教育】「生活を主体とした教育」，と説明できる

と思います。ですから建物も，学校建築とはまっ

たく趣の違う，どちらかというと住宅に似ている

間取りだと思います。 

山田）ありがとうございました。設計者の佐賀井さん，

いかがでしょうか。 

佐賀井）設計の最初の段階では，團長から保育の方針

をずっとうかがいました。保育園はこどもの昼間

の家なんだということが一番のコンセプトですね。

それで住宅サイズの建物を 3棟，同じものを建て

ることにしまして，江戸時代の横丁のような建物

群をつくるイメージでした。敷地に高低差があり

ますから，これを利用して，地上一階，地下一階

という申請で，地上階と地下階がいずれも設地す

る，2 階建ての建物としたらうまくいくんじゃな

いかという発想です。０１２歳児と３４５歳児の

環境は，別の世界であるということでしたから，

別棟で離してつくりました。両方とも OMソーラー

が入っています。乳児棟は，二階に子育て支援セ

ンターをつくるということで，０１と２歳をわけ

て，そのなかでなんとなくつながっているという

空間を目指してまとめました。 

  安寿庵という建物は，こどものお迎えに来るおじ

いちゃんおばあちゃんのウェイティングルームに

という目的で，茶室のような小屋を作ったんです。

それから子どもの家，塀を兼ねた，こどもたちの

小さい遊びができる小屋をつくりました。これは
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遊具扱いで，補助金をもらいました。小さいサイ

ズで作ると，こどもたちが安心すると思いまして，

小さなスケールの遊具？です。屋根裏にのぼれて，

消防士のようにすべりおちる棒があったり，園長

のアイディアで，少しずつ子どもに合わせたサイ

ズの工夫をしていきました。主屋の天井高も，階

高も低いですね。これに合わせて，どーんと大き

な建物に見せないために，わざわざ抑えてありま

す。あとは環境建築というコンセプトで，自然素

材やソーラーを入れて，こどもたちにやさしい空

間をつくろうということでした。 

山田）ありがとうございました。続いて，学術研究や，

歴史的建造物の保存という観点から，両事例をど

のように捉えられるか，横手先生からお願いしま

す。 

横手）横手でございます。私は建築の歴史が専門です

ので、文化財や歴史的建造物をどう活用し，社会

に役立てていけるかという視点からコメントいた

します。最初に私の専門とする，歴史的建造物の

保存を巡る近年の状況をお話したいのですが，文

化財というのは，よく知られているのは，国宝や

重要文化財といった指定文化財です。文化財は，

第一に保存されるべき，というのがこれまでの原

則でした。文化財に指定される住宅であれば、持

ち主は別なところに新しい住宅を建て，建物は一

番価値のある時代の状態に復元され大切に保存さ

れる。カラッポの家として展示されるんですね。

これに対して，比較的新しい時代の建造物が全国

にたくさんありますが，これらは重要文化財まで

はいかなくても価値があると考えられるようにな

っています。しかし，比較的数が多いことで，人

知れず取り壊されることも少なくありません。こ

うした状況に対処するために，登録文化財という

制度がつくられました。文化財に対する敷居を下

げてあげるんですね。登録文化財制度は，ゆるや

かに保存の網をかけるような方法をとります。指

定文化財のように保存を厳格化するのではなく、

建物が取り壊されずに長く使われ続けるように、

快適性のためには，新しい設備を入れても構わな

い，といった柔軟な措置が執られます。必要に応

じて、転用や改造も認められるわけです。ここ，

大川家住宅もその一つで，登録文化財として地域

の歴史や文化を伝えてくれる建物群ですね。 

  歴史的建造物は，単に守られ保存されるものから，

より積極的に，人々に親しまれるものまで、かな

り幅の広い役割を期待されるようになってきてい

ます。保存に対して経済的・人的なレベルで相当

な負担が強いられる現実を考えれば、文化財の存

在や役割，保存の意義もさまざまな視点から見直

されてゆくのだと思います。そうした議論の中で、

けっして見逃すべきでないのは、歴史的建造物が

究極的には人々の幸福にいかに寄与できるのかと

いう視点ではないでしょうか。その点で、陽だま

り保育園，小俣幼児生活団大川住宅とも，今の時

流からみると，検討の価値のある作品だと申し上

げたいと思います。 

  近年では，歴史的建造物の活用は様々なレベルで

事例が有りますが，福祉転用，特に保育施設とし

て利用されているものは極めて稀です。研究対象

として改めて定義すると，陽だまり保育園は古民

家を移築し，古材を再利用，民家の風情を積極的

に評価し実用的な園舎として再構成した事例です。

小俣幼児生活団は，敷地全体が文化財であり，そ

のなかに遊戯室として活用されている旧大川家住

宅主屋と、保育園のメインの機能を担う新棟が建

て増されています。敷地全体で，古民家と新園舎

の対話，建築を通じた新旧の共演が面白い事例だ

と思います。 

  ここまでの両施設のご説明を聞いていて，両施設

に共通して抱いた感想ですが，稀な転用例を支え
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ているものは何だろうなと考えますと，こういう

幼児教育があったら良いという強い思いが，背景

にあるのだろうと思います。幼児が何年間かを過

ごす場としてどういう環境がふさわしいのか、そ

うした環境づくりに対する拘りを感じます。つま

り，事業者の理念，強い理念がなければ，まった

くこの転用例は生まれてこない。それは両者に共

通することだと思います。 

  もう一つ，建物にも共通点があります。ベースに

なる古民家に共通していることが，地域有数の住

まいで，明治初期において立派な建物だったとい

うことです。 

  豪農・庄屋から，近代化のなかで産業によって力

を蓄えて，さらに医院を開設するというところま

で似ているんですね。陽だまり保育園の前身であ

る髙橋荘之丞の邸宅は，『大日本博覧図』に銅版

画で紹介されるような，立派な名所，名住宅でし

た。その後，敷地内に建て増しをして，現地で医

院を開業されていました。ただ、やはりその場所

ではこれ以上の医院業の展開が難しく，陽だまり

に移築転用されました。現地保存されていれば、

登録文化財に十分なれた住宅だったということで

す。両施設のオリジンにあたる古民家の邸宅とし

ての格や転用経緯が非常に似ています。 

  もう一点だけ。保育施設として古民家から転用す

るとどこが売りになるのか，というポイントを指

摘しておきます。両施設を見ると，園児たちが集

まる，集う場所に民家の土間空間が使われていま

す。土間の空間そのものでは園児にとっては使い

勝手が悪いでしょうから多少の改変は必要ですが，

集う場として，吹き抜けのある広々した土間空間

がうってつけの存在になっている，転用において

も重要な中核空間になっていると感じます。そう

なると、土間以外の残りの部分、たとえば座敷空

間がどうなっているかは，後ほど個別におうかが

いしたいと思います。 

山田）ありがとうございました。では，スピーカーの

皆様，会場の皆様からお互いにご質問や，お互い

の話を受けてお話しされたいことなど，ございま

したらお願いいたします。 

横手）じゃあ私から。陽だまり保育園は，2 例のうち

では，古民家の移築・転用施設として，現状でほ

ぼ完成したプロジェクトだと思います。左官作業

等ワークショップを通じて、これからもっと作り

込んでいくという話はありましたが，施設空間と

してはほぼ完成していると思われますので、先に

おうかがいしたいと思います。 

  さきほど益子様から，移築設計のポイントで，も

ともとの民家空間をいかにもってこられるかとい

う話がありましたが，そこでこだわられた空間と

いうのは，土間、座敷，どちらを想定されておっ

しゃられましたか。 

益子）移設の前の，もともとの場所に建っていた当時

の写真を持ってきました。空間という表現だと，

建物内部空間のようにイメージされると思います

が，最初にこの建物を移築しようとしたときに，

現地調査でこの建物に入りまして。入った瞬間に，

古くさい，埃っぽい土間がありました。その感覚

と外部空間の心地よさを空間と表現しました。集

まる場所という意味と，居心地のいい感じと，そ

れをコアにしたいと思いました。理事長もそう思

ったんですよね。吹き抜けの木組みが露骨に見え

て，開放的な空間で，そういった感覚的な心地よ

さを大切にしようというスタンスで取り組みまし

た。 

木村）陽だまりの園舎を移築でという経緯については，

陽だまりの保育スタイルが，「向井ながらの暮ら

しのかたちこそ，伝えるべきことがこどもたちに

シンプルに伝わる」なので，その保育の為の園舎

は，といったら，古民家利用はごく自然に出てき
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ました。保育をやっていて考えたときに，小学校

でも木造がいいといとされていたり，国際感覚を

養う意味でも，伝統文化を大切にする現代なのに，

古民家が使われないのはなぜなんだろうと，古民

家を利用した保育所が少ないと言われて逆に驚き

ました。木造は絶対でしたが，どうせ木造をやる

なら，本物がいいと思ったんですね。もとからあ

った，質感のようなものを使えると良いと思いま

した。 

  古民家で保育できたらいいなと思って，高根沢で

古民家を探しました。土地なりの素材や，風土に

根ざした建て方がありますから，土地になじんだ

建物が良いと思ったのです。高根沢で良いなと思

った古民家にお住まいの方に，譲っていただけな

いかお願いに行きましたが，まだ住んでいるから

ということで断られまして。それじゃ仕方ないと，

視野を広げて探すことにしました。そのなかで出

会った，信頼できる左官屋さんに紹介していただ

いたのが今の園舎のもとになった古民家です。 

  この古民家が良かったのは，天井高があって，明

かり取りができることです。古民家の場合は，奥

の暗さが保育所として利用するときにはネックに

なります。それが，髙橋家住宅の場合は屋根が二

重になっていて，窓（ハイサイドライト）が取れ

ると。立派な建物だったというご指摘がありまし

たが，立派な建物を探したわけではありません。

でも保育室を確保するためには，大型の建物でな

いと，いくつかの建物を合わせて使うということ

になります。何棟か建てるということになると，

予算的にそれはできなかったので，大型のシンプ

ルな作りであったのが，髙橋家住宅を使うことに

した理由です。 

益子)状態が悪い材が多かったです。使いたくても使え

ないものもたくさんありました。使えた材は半分

くらいだと思います。北側の方が痛みが酷かった

です，水屋，馬屋の方は状態が悪くて，残せませ

んでした。使える材は使っていって，メインフレ

ームは使える材が多かったです。基本的には同じ

ように骨組みを組んで，新しく建て増す方には，

使わなくなった材を使い回ししました。 

木村）建物が 250 年前くらいの民家でしたが，古すぎ

て，太い材を使えるほど，豊かな時代じゃなかっ

たんですね。100 年 150 年くらい前が，豊かな時

代で，太い材を使えた。（高橋家住宅の場合は）

古すぎて材が細いんです。 

益子)そういう材であることを前提に，空間をつくって

いきました。 

佐賀井）国交省まで行かれたというのは，どういうと

ころでですか？ 古民家を使って，保育所を作る

上で一番苦労したところはどこですか？  

益子)構造計算と，建築基準法で苦労しました。構造材

としては，構造計算上・法令上でいうと細いんで

す。やっかいなのは，あの建物は準耐火建築物を

取っているんです。古材で準耐火ですよ。昔の建

物でも，燃え代設計で準耐火建築物にすることは

できますが，古い材料は，大きさがあっても，JAS

材を使わないといけないという縛りがあって，柱

にできないとか，そういったところで困りました。

法令上，JAS 材を使えと明記してあるわけです。

どちらにしても，メインフレームとしては古材は

使えないのではないかと思いましたが，とりあえ

ずは古材を使うという前提で，許可をとりました。 

  JAS材は、JAS 製材の工場から出荷したものが JAS

材だという規定なので，古材は JAS材にはなり得

ないわけです。そこで，建物の建築現場に，JAS

の検査員に来てもらって，ヤング係数，目視等級，

含水率などその場で調べていただいて，JAS 同等

品というお墨付きをもらいました。国交省では，

主事判断の事項だということを言われましたので，

根気強く，これは JAS 同等品なんですよと説明し
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ました。JAS工場からの出荷証明や，JASのハンコ

があるということだけではなく，検査員が同等品

だといっているのだから，問題ないでしょうと。

こういう経験はこれまでありませんでしたが，理

論武装していけば，大丈夫でした。 

古賀）主事をどう説得したのですか？ 

益子）燃え代設計と，JAS が大きな障害でした。もう

一つが防火区画です。防火区画が必要なのですが，

石膏ボードを使いたくないと言われまして。石膏

ボードに漆喰を組み合わせれば，古民家風には見

えますよね。でもそうしたくないということで，

土間ホールの壁には土壁を使いました。竹小舞の

土壁は，私は初めて使いましたが，審査する人も

審査できないと。主事の方に，評価できる人が居

なかったんです。建築基準法の条文も曖昧で，竹

小舞の土壁なんてつくることはないだろうという

ことなのか，仕様や厚さも曖昧なんです。ジャッ

ジできる人が居ないので，国交省に問い合わせを

しました。なんだかんだあって，使えるというこ

とになりました。しっかり図面を描いて，こうい

う風にやりますと説明資料を揃えて。その大きな

2 点については現場と並行して進めて。その時点

ではもう工事が始まっていましたので。 

  木材をばらさないと，何も検査ができないんです。

既存のものを解体しないと，その木材がどういう

状態かということがわからないので，とにかく始

めてみるしかありませんでした。半年くらい，建

てるぎりぎりまで折衝をして，構造計算も，柱の

古材一本ずつ調査をして，解いていただきまいた。

構造計算の方も，木造の専門の特別な方です。 

  ３．１１のときは，建物の歪み方がすごかったで

す。周りの建物では瓦がばらばら落ちていて。 

木村）瓦が乗っていなくて，頭が軽かったのがよかっ

たよね。 

益子）金物を使っていないんです。火打ちは使ってい

るんですが。壁を作りたくないというので，筋交

いも入っていません。 

木村）僕は火打ちを入れるのもしぶったんです。 

益子）さすがに火打ちだけは。あれは，火打ちでもっ

ている建物なんです。金物関係はほとんどありま

せん。小屋裏の羽子板とか，新しい柱の柱脚金物

くらいです。金物を入れるために穴を開けたら，

古材ですから割れてしまうんです。全部，大工さ

んに現場で継ぎ手をつくってもらいました。そう

いうことがあって，１，２ヶ月，工期が長くかか

りました。 

木村）こういったいろいろな経緯があって，とてもイ

レギュラーなプロジェクトだと思います。これか

らこうした事例が増えるのかとか，これから先，

まかりとおるのかというと，素人頭で考えた理想

と，後処理の現実的対応をしてくれる設計者の組

み合わせがあってこそできたものだと思います。 

益子）確認申請に行った県からは，これが最初で最後

ですと言われました。 

佐賀井）新築なんですね。 

益子）設計上も申請上も，新築と一緒ですね。新しい

材同等の，JAS 材として古材を利用することでな

んとか条件に対応していますし。大工さんに言わ

せると，耐震補強や長期の強度など考えないで，

移築するだけなら楽なんですよ。でも，３．１１

で，木材は地震に強いなと改めて思いました。木

造棟は被害がなかったのに，鉄骨の棟の方が壊れ

ましたからね。 

横手）平面計画についても聞かせてください。中央に

土間ホールがあって，そこから両方向に保育室を

並べ，結果的にシンメトリーの構成になっていま

すね。髙橋家住宅を保育園にしたいという話を受

けて，最初どのように構成しようと思いました

か？  

益子）平面計画上は，逆に言ったら，図面を描く方の
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立場とすると，この住宅を使うならこの住宅の平

面に合わせて欲しいと思いました。中の壁はどう

とでもなりますが，主体のフレームはもとのまま

ですから，天井の高さとか，吹き抜けとか，高さ

方向を含めて。もとの住宅の構成のまま，ダイレ

クトに使うのが一番おすすめですよと申し上げま

した。それで，間取りについては法人が妥協して。

法人としては，保育空間として，もとの住宅のま

まで支障がないということでしたから。そのまま

使えたんですね。 

木村）願ってもないかたちでした。そのままで，ちょ

うど良かったんです。乳児棟は別に立てたいと思

っていて，２歳から 5歳までは一つの建物にした

いと。あと，大きなホールが欲しかった。 

益子）真ん中の大きな土間が，ちょうどホールになっ

たんです。かたちとしては，良いものに巡り会え

たと思います。今の古民家を利用した棟では，平

面計画を難しく考えることはありませんでした。

完全に新築の乳児棟の方がまだ苦労しました。 

横手）オリジナルの高橋家住宅の状態から，土間の奥

行きを伸ばしていますね。ここは小屋組が見える

ので，空間を拡張する際に小屋の継ぎ方が大変だ

ったのではありませんか？ 

益子）あのスパンですからね。最初は，鉄骨造の棟の

方には，ホールをつくる構想ではなかったんです。

いまの土間ホールが唯一の遊戯室だという計画だ

ったんです。あとから，鉄骨造の方にホールをつ

くることになりまして。土間ホールでは，奥につ

なげるときに，あのスパンの梁をどうしようかと

いう相談をしましたら，法人としては集成材はい

やだと。また，もとの構造と同じ，丸太の三段梁

にして欲しいという要望でした。ですから，それ

ならこの断面の梁を買ってくださいとお願いしま

した。もとの梁のかけ方を増築部分でも踏襲する，

あの構造にして良かったと思います，ホールのウ

リになっていると感じます。 

木村）スパンが長いので，柱がないともたないと，設

計の段階では言われました。でもここは遊戯室な

のだから，一体的に使いたいんだと。それで，設

計側から指定された大きさの梁を買いました。「梁

基金」で，寄付を募って。 

横手）最初からシンメトリーの全体平面があったわけ

ではなくて，相談しながら最終的にシンメトリー

構成に落ち着いたのでしょうか。 

益子）あまり時間がかからず保育室のならびは決まり

ました。土間を中心に，板間と畳間のセットにな

った構成の保育室が並ぶ構成ですね。逆に，２ク

ラス分，新しく作った方は，どうつなげようかと

検討しました。法人からは，既存部分と同じよう

にして欲しいということでしたから，同じように

作ってつなげました。移築した方は，ありのまま

の梁を使いました。新しくつなげた方は，使わな

かった梁を持ってきて，大工さんの主観で組んで

いってもらいました。使えるものは使ってくださ

いということで。 

横手）高橋家住宅の移築にあたっては、約半分の古材

が使えたということでしたが，小屋組材の傷みは

いかがでしたか？ 

益子）垂木はダメでした。主要な柱，梁は大丈夫でし

た。あとは小屋束が何とか使えたかなというくら

いです。茅葺きだったのですが，上からトタンを

張ってあったんです。ですから茅葺きの状態が悪

くて，小屋裏が腐ってしまっていました。大きな

部材はそのまま使えたんですが，細い材はなかな

か使えませんでした。もとの構造と同じように，

小屋裏の垂木を竹で組みたいと言われたんですが，

準耐火の縛りがありますから，さすがにそれは無

理だと。 

横手）新しい材と古材のなじませ方の工夫について教

えてください。  
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益子）新しい材は新しいままで，処理しないという考

え方と，塗料などを塗るという考え方がありまし

た。古材は建物を使っていくなかで燻されていて，

黒くなっています。もう水分も飛んでいて，これ

以上はさほど劣化しません。これに対して新材は，

やはり長期保存の視点では，保護できるものを塗

らないといけないだろうと。それで，古材と同じ

色の保護材を塗ることにしました。 

横手）保育室として増築された部分は，ぱっと見ると

調子が整っていて，よく見ると新しいものがわか

るという程度ですね。 

益子）悩んだところでした。いさぎよく，白黒で新材

と古材がわかるようにしてしまうか，同じく見え

るようにするか。ホールに増築した部分は，新材

がはっきりわかるようになっています。 

横手）古民家の土間部分は集いの空間，ホールに使え

るとして，座敷部分がちゃんと保育室として成立

すると思いましたか？ 

木村）問題はありませんでした。畳の部屋は必要だと

思っていましたし，陽だまりでは上履きを使って

いないので，板場と畳のスペースをリクエストし

て。田の字型のプランがそういう構成にうまく合

致しました。畳の間がお昼寝，板間が動の空間と，

静動のメリハリを意識して保育しているわけです

が，田の字プランのおかげでそれがうまくできて

います。壁がないことも積極的に評価できます。

隣の気配を感じられるようにしたいという保育に，

壁がない，建具だけで仕切られているという空間

は通じるところがありました。年長を意識して，

年下のこどもたちが年長さんにあこがれて，あこ

がれをつないで成長していくようなこどもたちの

関係をつくりたいと思っています。あとは昔の建

物なので，天井が低いですね。落ち着いて過ごす

には天井が低くて，奥にあって暗い畳の間。上部

吹き抜けで，明かり取りから光が入って明るいス

ペースの板間，という対比が効いています。ただ，

寒いですけどね。 

鈴木）縁側はどうですか，一般的には，庭を見たり，

内外の中間的な場所として人気がありますよね。

使い方など教えてください。 

木村）縁側は，今は高くてこどもにしたら使い勝手が

悪い。もう一段足場をつくろうと思っています。 

鈴木)古民家活用に際して，縁側のイメージはありまし

たか？  

木村）もちろんありました。廊下はもっと広い方が良

かったんですが。本来ならば，保育的にはもっと

広さがあって，そこでご飯を食べたりできるくら

いのスペースが欲しいんです。でもそれは，なる

べくそのままの空間を活かすということを優先し

て，土間の天井の高い小屋組と，縁側を残そうと

いうことで。 

益子）縁側も溜まりの空間と言えますね。保護者が腰

掛けて話ができる。現状，そういう空間になって

います。 

横手）民家における田の字型の空間構成は，一見，単

純に区画されているようでいて，土間から奥に行

くに従って空間にヒエラルキーがあります。格式

が高い奥の間は接待空間として，それなりの仕様

があったと思います。移築された高橋家住宅にも

奥座敷には床があったのではないでしょうか。そ

うした部屋のこまかな違いはもう，保育園にする

時点で気にしなかったのでしょうか。 

益子）こだわりませんでした。偉い人という概念が，

あの保育園にはありませんから。 

木村）年長の部屋を，土間から見て奥にするか手前に

するかということは悩みました。結局，あこがれ

の対象となってほしい年長さんがホールに近い，

一番見えるところにいるということを優先しまし

た。大黒柱の横に居てもらおうと。 

横手）空間の構造におけるヒエラルキーを踏襲すると
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いうより，例えば奥座敷の床に自然木など名木を

使ったり、床板に立派な材を仕様したりするわけ

ですが，そういう特別な設えがあったのなら，活

かす可能性もあり得たのかなと思って。均一なク

ラスルームが並ぶのではなく、オリジナルのディ

テールの違いがクラスルームの微妙なインテリア

の差にならなかったものかなと。 

益子）現存していたものでは，そういったものはあり

ませんでした。格式が高い材といったものは。床

柱だけは移動しましたね。園長が居る，ホール横

の帳場という場所に残しました。框も園長の帳場

に。 

横手)最後に一つだけ質問させてください。非常に稀な

取り組みをされた先駆者ということで，もしこの

実例に続く人が出てくるとしたら，どんなことに

気をつけたら良いか，アドバイスをいただけます

か。 

木村）個人のレベルでは，再生しきれない，保存でき

ないということがあると思います。資金的な問題

が大きいですから。陽だまりの場合は，保育とい

う公共的な性格の用途で，価値ある古民家を残せ

たということが良かったと思います。大きなもの

は，個人の責任と資金では残せないですよね。ま

た，再生利用を進めていくなかでは，本来は建て

主を守るべき消防法や建築基準法が，逆に難しい

問題として立ちはだかってしまうということがあ

りました。法律の運用にあたっては，国の柔軟な

対応が必要だと思います。端的には，スタートを

切ってしまうことが大事ですね。勢いがないとで

きません。 

益子）建物の持ち主の方が，元の場所で使われずに朽

ちていくよりも，どこかで生き続けてくれればと

いうことを親族会議で決めていただいたという経

緯がありました。起工してはじめてわかったこと

もいろいろありました。ここのプロジェクトが移

築して終わったかというと，建物が落ち着いても

私は保護者として関わってもいますが，変わって

いくと思います。年代や，そのときに関わってい

る人によっても変わっていくと思います。物とし

てのフレーム的なものは変わらなくても，かたち

も変わっていく部分もあり，足さないといけない

ことがあったり，うまく共存していくためにその

ときどきでできることがあると思います。もしこ

ういうことをやる人がいるなら，「長期的に見て」

ということを伝えたいと思います。 

木村）最初から完成させなくてもいいと。 

益子）あとから足していった物が多いです。いきなり

１００％完成のものをつくらない区手も良いと思

います。あと‥けっこうしんどいです。移築で用

途変更は，しんどいの一言に尽きます。 

木村）あの建物は，ほんとうにつくりながら使ってい

くイメージです。補助金ありきの建物ですから，

あとから補助金はつきませんからね，最初からび

しっとつくらないといけないんですけど。あの建

物で保育をやっていると，もう増改築したいと思

う箇所もあるんですよ。具体的には，縦割り保育

をやりたいと思っていて，そのために使いやすい

ように変えたいなと。使いながら，使い勝手の良

い建物に，どんどん変えていくというスタンスで

す。まだまだ未完成で，有りだと思っています。

とっても良いのに，なんで古民家を利用した保育

所って増えないんですかね。 

山田）益子さんが，だって大変だから‥という表情を

なさっていますね（笑） 

益子）私は保育園にこどもを通わせている保護者でも

あるのですが，保護者だからやったという部分は

大きいです。お金だけで依頼された人だったら，

逃げたかもしれない。 

佐賀井）すごく大変そうですよね。聞いているだけで

イヤになる（笑） 
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横手）ありがとうございました。陽だまり保育園のお

話を受けて，小俣幼児生活団については，先ほど

指摘しました通り，敷地の中には大川家住宅の主

屋が残されていてかつての土間空間を遊戯室とし

て活用しているものの，保育機能のかなりの部分

は敷地奥に新築された園舎が担っている。文化財，

歴史的建造物の用途転用という主題にフォーカス

すれば，大川家住宅主屋を，さらに今後どのよう

に利用していくか，どのような展開の余地がある

かということが肝になってくるように思います。

いかがでしょうか。 

大川）古民家を利用した保育というと，歴史的に言え

ばかつてはそれをやっていたが，ちょうど今が一

番使っていない時期に，あると思います。けれど

もその価値からすればやはり利用保存するしかな

いので，私の考えとしても，木村先生同様です。

日本のこどもって，日本人になってもらいたいと

思っているんです。なんだか日本の建物って，今

はあまり，日本のアイデンティティが失われてい

るように思いませんか。つまらない。そういうな

かで，これから国際社会に向かって，日本から国

際社会に行くこどもたちは，日本人の感覚で育っ

たこどもであって欲しいと思います。【前回ヒア

リングからの補足箇所】それは自分たちの根っこ

になるアイデンティティをしっかり持っている人

として，国際社会で活躍して欲しいという意味で

す。そういう人は，それぞれの国や地域から来て

いる人が，それぞれのアイデンティティを持って

いるということを理解して尊重できますから。こ

れからあの主屋を使っていく計画のことですね。

本当は，新築するときにホールを造るつもりでい

たんです。ところが計画をしている最中に，国が

補助金の制度を変えまして。変えるということは

減るということですから。最初に降りるはずだっ

た補助金よりも減ってしまって，ホールがつくれ

なくなってしまいました。ホールのない保育園に

なってしまったんです。当所の目的として，最初

からあの主屋をホールにしようと思って，新園舎

を同時につくろうとしていました。安寿庵という，

近隣を散歩する中高年のための寄り道小屋ですね，

これも当初からつくるつもりだったのですが予算

倒れをしまして。あとからつくりました。あとか

らつくったので，補助金はほとんどありませんで

した。 

佐賀井）皆さんの手元の資料にありますが，ホール計

画をつくるということで，土間部分を再生して，

いま板を張ってあるところを取って，もう一度土

間にしまして。奥の下屋になっている部分を舞台

にして，裏側に楽屋などをとって，主屋と倉が左

と右に別れていて，サブエントランスと書いてあ

るところが安寿庵側です。保育園って，月曜日か

ら金曜日までで，土曜日は園児が少なくて，日曜

日はお休みです。ですからそういった保育で使わ

れていないときには，地域で使えるところにして，

土日はメインエントランスから入ってもらえばい

い。和室部分は，土日だけでなく，平日に利用で

きたらと思います。そうしたら，保育園から入ら

ない方が良いですから倉の間を通して敷地内に入

ってきてもらって，和室のところでお茶会など。

文化的な利用と，保育園と，両方で利用すること

を可能にしたいと思います。ホールも，保育園側

に閉じられるなら平日の共存もしやすいと。そう

いう点でも，二つのエントランスを設けると使い

勝手が良さそうなんです。基本的にはあまり，現

況をいじらない方針で，通路部分に関しては，新

しい物を挿入して使えないかと思って，こういう

プランを描きました。 

  2 階部分の平面図を見てください。ホールの上に

は吹き抜けをとりまして，吹き抜けに小屋組が見

えて，気持ちいいだろうと思うんです。そこでコ
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ンサートとか，お遊戯会といった催しをしまして。

土日にチェロのコンサートだとか。地域の人がそ

ういう風に使えるといいなと思って，設計してい

ます。 

  大川家って，この辺では名家なんですよ。大川家

の建物は，この辺に古いものが点在しています。

いくつか建っていまして，それを福祉というか，

福祉の郷構想と言っているのですが，高齢者福祉

施設に転用できないかと思っています。建物を保

存しながらの，高齢者福祉施設です。また，農家

から人がいなくなってしまって，耕す人がいない

農地が増えています。そういった農地を活用して，

東京の若い人で農業をやりたい人や，お年寄りな

んだけど農業やりたいという人に来てもらって，

農業と一緒に古い建物を利用するという，福祉の

郷のようなものをつくれないかと構想しています。

その郷のコアにあるのが，大川家の主屋という，

おもしろくなればいいですね。 

木村）ウチの法人でも同じことを考えています。老人

は老人，こどもはこどもという個別のことではな

くて，一緒に過ごせるような。それから若い人も

入ってこられる長屋のようなものをつくってとい

うことを考えています。 

佐賀井）お金がない。 

木村）それです 

横手）大川家住宅の全体を活用し、地域文化に貢献す

るすばらしいアイディアですね。計画上の問題や，

法規上超えないといけない問題，ハードルがある

とすると？ 

佐賀井）消防法だと思います。ホールとすることにつ

いて具体的に進んでいないのですが，利用者が不

特定多数となると，法規上の制約では相当なレベ

ルになります。必要な改変を検討するなかで，文

化財をどう残すかということを消防と相談しない

といけないと思います。不特定多数の人が集まる

施設ということだと，ハードルが高いですね。陽

だまりではどうしているんですか？ 

益子）陽だまりでもホールを地域の人に貸しています

ね。 

佐賀井）鉄骨棟のホールだけですか。 

益子）建築申請上は，一棟なんですよ。だから規制は

木造部分にもかかります。時間外利用に関しては，

計画上の話ですから，貸すかもしれませんという

レベルで話しました。計画ですから，何のイベン

トがいつ入るか，何人利用するかということはわ

かりませんから，消防とは協議できないんです。

椅子の数を入れても，それだけの人が来るかわか

りませんし，逆にそこに関しては消防は本気で話

をしてくれませんでした。棚上げという状態で。 

  あくまでも用途的には保育園ということで確認を

とっています。時間外利用の話も，勿論してあり

ますが，実際に来るかどうかもわからないのに行

政も話をしてくれないんですよ。最初から不特定

多数利用を想定するホールとしてつくるというこ

とだと，過剰設備というか，お金がかかりますし

ね。逆に言えばグレーなのかもしれませんけれど

も，それで許可が通りました。正当にやるとなる

と‥ 

  ＊陽だまり保育園は営利目的では貸し出しはして

いない。光熱費程度の利用料を設定して，地域の

方から希望があれば時間外利用を認めている。 

木村）つくってしまえばいいんです。 

益子）時間外利用もあるかもしれません，で通ってし

まいました 

佐賀井）勉強になります 

横手）元気が出る話になるかわかりませんが，話題に

なっている基準法と消防法ですね，昨年度くらい

から，オリンピックを見据えた国家戦略特区の中

で民泊を認めるなどの動きがありますがその一環

で，歴史的建造物の活用も，末席に組み込まれよ
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うとしています。うまくいくかわかりませんが，

地域文化を象徴するような歴史的建造物がもっと

もっと有効にうまく使われていくような規制改革

への動きもあるんです。そのときの検討課題に消

防法と基準法は上がっています。うまくいけば夢

のある話につながっていきますね。登録文化財が

より地域の核になるような施設に生まれ変わって

いく。 

佐賀井）地域の人が利用できると楽しいですね，廉価

で借りられて。保育園で結婚式をやってしまうと

か，おもしろいと思います。 

益子）もともとの用途が住宅だったものなので，用途

変更したときに，住宅の方が規制が緩いですね。

法規制の壁を越えないといけないとなると，やる

方も重い腰が上がりにくいです。そのへんの，住

宅からの用途変更という規制が厳しい方への移行

に加えて，古民家，文化財，となればそれぞれど

んどんハードルが上がっていきます。そういった

状況が，変わっていくかもしれないのですね。 

古賀）もともと建築基準法では，文化財で指定されて

いるものは条文の外にできるという運用がありま

すが。 

横手）指定文化財はそうですよね。ただ、転用はしづ

らい。登録文化財の場合は，そもそも制度のコン

セプトが，活用をある程度認める保存ということ

ですから、なるべく柔軟な方向に行きたいのだけ

れど，諸々の法規がやはりネックになります。登

録文化財に限らず，伝統的建造物群の町並みもそ

うです。こうしたケースでは、歴史的建造物の利

活用を促進し現行法規をクリアするために地域ご

とに条例を設けることがありますが，手続きはか

なり煩雑です。このあたりの手続きがもう少し実

行性を加味して改革されると，より積極的に地域

の活性化に向けて動くのではないか。いまはその

過渡的段階ではないかと思います。 

森）私は今日のために大阪から来ましたけれども，今

日は来て良かったと思っています。ありがとうご

ざいました。いま人口減少社会の中では，人口が

増加するまちをどうつくるかということでみんな

競争しています。そうするとキーはこどもとか，

子育て世帯が入ってくるかということになります，

東京から Iターンとか。そうすると、そういった

人たちが必要な建物や，サービス，拠点が必要に

なります。そのためには福祉転用が重要で，商用

圏はもう少し大きいけれど，地域の中で暮らすに

は地域に密着した福祉というものが重要になりま

す。そのためにしっかり，必要なものを増やして

いくという意味で，また文化財の価値まで足して

いくということで，地域の価値を高められるとい

う側面もあると思います。福祉施設の利用と，木

村先生が考えていらっしゃることは非常に今日的

で，逆に言えば，それは首長の仕事ではないかと。

善意で，エネルギーがある人が地域にいるのに，

首長が採算ばかり考えて，地域の価値の向上のき

っかけを取りこぼしているとしたらとても残念な

ことだと思います。そのためには縦割りの政策だ

けではなくて，例えば消防法がネックになるから

できないと言ったことではなくて，首長が，地域

の価値を高めるために必要なことはこれなんだと

トップダウンで言ってくれたら，本当の良いまち

になると思います。福祉と地域の価値をつなげて

いくことでね。こんなにがんばっているんですか

ら，首長ががんばれば特区を取ってこられて，活

動が拡がれば人口が増えてということもあり得る。

こぼしているのがもったいないです。あと見てい

ると，活動している人同士が横でもう少しつなが

っても良いのではないかと思います，そのあたり

の実態がよくわからない状態で申し上げています

けれども，住んでいる人を含めた認識とか，地域

組とか，今後の地域全体の価値を高める，人口が
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増えるまちをつくる大事なポイントなのではない

かと思います。 

木村）私たちの保育園では，どこの馬の骨かわからな

いヤツが高根沢町に入ってきた，というところか

らのスタートでした。部外者ですからね。地域に

根ざした保育を目指していますが，やはりまだ抵

抗感はあります。園の北側にある住宅地はそうで

もないのですが，私が最初に古民家を探していた

部落の方では，昔からの土地柄ということもあり

ますから。でもそういう地域でも，ずっと地域で

やってきた夏祭りができなくなってきているとい

った状況もあるんです。地域で受け継いできた立

派な御神輿があるけれども，お祭りの時にも小屋

から出てこない。ちらっと扉を開けて拝んで，そ

れで終わりという。そういった状況について，地

域を改めてつくるという意味で応援したいと思っ

ても難しい。小俣さんは，こんなにすばらしい計

画があって，地域とのつながりもあって，すてき

なプロジェクトだと思います。 

佐賀井）足利市は？  

大川）ダメだよ 

佐賀井）ダメなんだ 

益子）特所な保育は地域に根付きにくいですね。いわ

ゆる「普通の保育」をする「普通の保育所」って

ありますね，公立の保育園とか。標準になる施設

です。そうすると，特殊なものが入ってきたとき

に，受け入れてくれるところは最初は少ないもの

だと思います。法人が何かを始めようと思っても，

斜に構えてみている。区部長さんなどから，トッ

プダウンでいいものを活かしていってもらえれば

と思います。がんばろうとしている人が日の目を

見られるように。 

森）ある種，いま，時代の変わり目にあると思います。

時代感が変わるところ。古い文化を大切にする時

代になってきていると感じるのですが，むしろお

年寄りの方が，何でこんな古い物を残すのかとい

う価値観もあって，若い人の方が気づいているよ

うに思います。そろそろ，転換する時代だと思い

ながら，まだ制度的なしがらみで，うまくいかな

い。そういった意味で，繰り返しになりますけれ

ど，地域の人に理解してもらうことですよね。特

殊なものが大事なんだと。価値転換ができるとい

い。たゆまず歩むパワーのある人がリーダーシッ

プをとっていただかないと。ふんばりどころです

ね。いま，自治体間競争の時代に入っています。

沈むところがあれば，がんばっているところもあ

り。でもそういう地域の生き残りのことは，保育

園の園長さんが考えるようなことではないように

も思いますね，今日言われたようなところは。 

古賀）足利市はダメなんですか？ 

大川）足利市は，栃木県内では一番神社仏閣が多いん

です。足利学校も，最近国宝になった鑁阿寺もあ

り，こうした文化的遺産を活かしていくことがで

きると思うのですが，役所はダメですね。足利学

校は，本当は JR駅の南側にあったんですよ。移転

したんです。もとの場所を発掘して保存したらい

いと私は思いますが，そういうことをしようとし

ないんですよ。足利学校は，８世紀に建てられた

総合大学で，ヨーロッパでも最も古い大学，ボロ

ーニャ大学と並ぶ，教育機関なんですよね。そう

いう時代から，ちゃんとした教育機関が日本とい

う島国にあったということはもっと評価されるべ

きで，世界遺産にもなると思うんですよ。そのた

めには，街並みも保存していかないといけないと

思うんですが，破壊してしまうんです。いまの開

発のやり方は，方向が違うんじゃないかと思いま

す。足利と文化的にはつながっている桐生も，経

済的には足利と同じように落ち込んでいますが，

歴史的建造物を活かした活動がたくさん行われて

います。繊維の町ですから，工場に使われていた
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のこぎり屋根の建物がたくさんあるのが町のシン

ボルにもなっているのですが，そうした建物を利

用して老人福祉施設をやっていたり，飲食店に使

ったりしています。古い味噌蔵をイベントホール

にした例もあります。旧い建物を，社会に提供し

ていくような利活用を展開していって，ここらは

両毛圏という文化圏なのですが，地域全体でそう

いった取り組み進めていくと，人口増につながる

かどうかはともかくとして，地域の魅力が形成さ

れていくと思います。 

佐賀井）時間との競争だと思うんですよ。旧い建物は，

来週にでも解体されてしまうような状況ですから，

なるべく早くしないといけない。建物を持ってい

た先代が亡くなって，建物を相続するのが我々の

世代くらいになると，もうこの土地に住んでいな

いということが多いんです。東京に住んでいたり

すると，建物をどうするかという話になったとき

に，維持や管理が面倒だから壊すということにな

りかねない。 

山田）時間との勝負ということで，ちょうどタイムリ

ーな話題ですね。我々の研究や事例収集，座談会

での情報や意見収集といった成果もようやくまと

まりつつありまして，本やウェブサイトなどで，

発信していくフェーズに持っていこうとしていま

す。 

森）発信していくことは大事ですね。技術はあとでつ

いてくるということはあると思います。勢いで始

めてしまって，だんだんつくっていくのも良いで

すよね。計画をして，やろうやろうと言いながら

仲間を集めてという段階を踏むよりも，先ず作っ

てしまって，使ってよという方が，良いのかも知

れません。逆算のような方法の方が，地域に根ざ

しやすいと感じます。良い事例をいろいろ回って

いますが，いい顔をしているまちがあるんですよ

ね。行政の言うことは聞かないで，みんなでやり

ながら修正していくんです。いわゆる「制度」と

は真逆ですね。でも，いいまちができているんで

す。 

木村）住人が，自分たちの幸せがどういうかたちなの

かということを，考える必要があると思います。

土地の値段が上がるとか，資産価値が上がるとか，

空き家に値段が付くとか。 

鈴木）さっきのお話では，県はこれが最初で最後だと

言ったということでしたが 

古賀）次の人は，前例がありますからと言えばいいん

ですよ 

益子）まあ，次の方が認可を求めに行くときには，窓

口の担当の方は変わっていると思いますけれども。

いまは，民間の確認審査機関もたくさんあるので，

そちらを利用すれば，きちんとエビデンスを出し

ながら説明すれば臨機応変に対応していただける

と思います。 

横手）先ほど規制改革の話を申し上げましたが，関連

して、筑波大の安藤邦廣先生、工学院大の後藤治

先生、東大の西村幸夫先生を中心に HARNETという

歴史的建造物活用ネットワークが 2013 年にでき

ています。歴史的建造物の活用に関する情報共有，

知恵を出し合う全国的なプラットフォームといっ

た組織なんですが、今回の座談会にとっても元気

の出る活動を展開しています。こうした方々の知

恵を借りながら、いまはハードルに思えている懸

案事項が少しずつなくなっていって，利活用を巡

る状況がいつしか改善されるように思えてきます。 

山田）そんな希望が共有できたところで。 

横手）夢を持てたところでね。今日はお開きにしまし

ょうか。 

山田）みなさま，本日は貴重なお話を，ありがとうご

ざいました。 

（拍手） 
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オブザーバー： 

大川良平（尚建築工房） 

鈴木毅（近畿大学） 

森一彦（大阪市立大学） 

松原茂樹（大阪大学） 

古賀誉章（宇都宮大学） 

他 

 


